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３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

「安全」の観点 ＝「安全な水の供給は保証されているか」
(現状)② 適切な施設配備と水質安全性の向上

（新水道ビジョンP6～P8）
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高度経済成長期における公害、環境汚染への対応として、浄
水処理において重金属や有機物対策などを実施
また、「おいしい水」のニーズの対応として、高度浄水処理
の導入が図られてきている

本市の水道水の３割を作っている大冠浄水場では、有機塩素
化合物対策としてエアレーション設備を導入
山間部の樫田浄水場及び川久保浄水場では原水の水質が安定
していることから緩速ろ過（薬品を使わない浄水処理）を採用
また、農薬など毒物の水質監視を魚センサーで実施

水道水源の特徴（重金属、微生物、異臭など）に応じた
浄水処理施設を配置し、安全な水を供給するための

対策を行っている

高槻市の取組

現
状

つ
ま
り

(現状)② 適切な施設配備と水質安全性の向上

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組



高槻市の取組
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大冠浄水場のエアレーション
設備

昭和58年（1983年）に全国に先駆けて高
槻市が導入。
地下水中に含まれるトリクロロエチレン
などの揮発性有機塩素化合物を除去する。

樫田浄水場は出灰川、川久保浄水場は西水無
瀬川を水源とする。山間部の表流水であり、
上流に汚染源がなく水質が良好なため、薬品
を使わない緩速ろ過を採用している。

←樫田浄水場

↓川久保浄水場

(現状)② 適切な施設配置と水質安全性の向上

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組



大阪広域水道企業団（旧：大阪府水道部）の取組
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村野浄水
場

高槻市の水道水の約70%は、大阪広域水道企業団（旧：
大阪府水道部）から購入（受水）しており、枚方市にある
村野浄水場から水管橋をとおって送水されています。
村野浄水場は、淀川を水源とし、平成10年（1999年）よ

り、オゾンや活性炭を使用した高度浄水処理を行っており、
かび臭などをほぼ完全に取り除き、「おいしい水」のニー
ズに対応した水道水の供給に取り組んでいます。

↑村野浄水場
←枚方水管橋

(現状)② 適切な施設配置と水質安全性の向上

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組
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３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

「安全」の観点 ＝「安全な水の供給は保証されているか」
(課題)① 水源から給水栓までのリスク管理

（新水道ビジョンP6～P8）
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我が国では、原水の水質に応じた水道システムが整備されて
いるが、今なお、水道水への様々なリスクや水質汚染事故、
異臭味被害の発生が見られる

「水安全計画」を策定（平成２４年度）し、毎年度改定を実施
水源から給水栓に至る各段階における危害事象とリスクレベ
ルを設定し、危害事象に対する対応方法を設定することで、
統合的な水質管理を行っている

使用者が安心して水道水を飲めるように、
水源から給水栓（蛇口）に至るまで統合的な水質管理が必要

高槻市の取組

現
状

課
題

(課題)① 水源から給水栓までのリスク管理

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組
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水安全計画の概要イメージ図

(課題)① 水源から給水栓までのリスク管理

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

（参考）水安全計
画は平成31年3月
末現在、大阪府内
では2市4町を除き
策定済み
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３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

「安全」の観点 ＝「安全な水の供給は保証されているか」
(課題)② 水質検査の信頼性の確保

（新水道ビジョンP6～P8）
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水質管理を行う人材の不足等で自己検査ができず、登録検査
機関への依存が高まっている

「水道GLP（優良試験所規範）」の認定を取得（平成２６年度）
第三者機関による認定を取得することで、水質検査の精度と
信頼性を保証

水質管理を行う人材の確保や、
水質検査の信頼性確保の対策が必要

高槻市の取組

現
状

課
題

(課題)② 水質検査の信頼性の確保

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組



高槻市の取組
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水道GLP認定のマーク

↑認定証の授与

認定に係る現地審査の様子

(課題)② 水質検査の信頼性の確保

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

（参考）大阪府
内の水道GLP認
定事業体…
大阪市、堺市、
豊中市、吹田市、
池田市、高槻市
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３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

「安全」の観点 ＝「安全な水の供給は保証されているか」
(課題)③ 水道法の対象外となる水の安全の確保

（新水道ビジョンP6～P8）



小規模貯水槽設置者への指導・啓発を継続的に実施
直結給水への切替案内や保健所監修の衛生管理パンフレット
を送付
貯水槽の調査を希望する設置者については、水道部による点
検を実施 26

小規模貯水槽（ビルやマンションなどに設置される10㎥以下の貯水
槽）等については水道法の対象とならず、設置者の責任による
管理が必要だが、定期清掃などの適正な管理が行われず水質
基準を逸脱している場合がある

水質管理のノウハウを持つ水道事業者として積極的に関与し、
保健所等と連携した衛生管理の徹底が必要

高槻市の取組

現
状

課
題

(課題)③ 水道法の対象外となる水の安全の確保

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組



保健所監修のパンフレットによる
衛生管理の啓発や、

希望者に対しての貯水槽点検を実施

高槻市の取組
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パンフレットによる貯水槽水道の啓発直結給水への切替を推進

直結給水に切り替えることによって
水道法の対象となり、高槻市の水質検査

による安全な水質が保証される

(課題)③ 水道法の対象外となる水の安全の確保

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組
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３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組

「安全」の観点 ＝「安全な水の供給は保証されているか」
(課題)④ 給水装置工事事業者の資質の確保

（新水道ビジョンP6～P8）



給水装置とは

292次側 1次側 1次側 2次側

(課題)④ 給水装置工事事業者の資質の確保

３ 新水道ビジョンに基づく「安全」の現状と課題及び高槻市のこれまでの取組


